
平成26年６月橋本市議会定例会会議録（第６号）その３

平成26年６月27日（金）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　

日程第５　委員会提出議案第１号　橋本

市議会基本条例について　と、日程第６

委員会提出議案第２号　橋本市議会委員

会条例の一部を改正する条例について

の２件

○議長（石橋英和君） 日程第５　委員会提出

議案第１号　橋本市議会基本条例について

と、日程第６　委員会提出議案第２号　橋本

市議会委員会条例の一部を改正する条例につ

いて　の２件を一括議題といたします。

　本案について、提案理由の説明を求めます。

　議会運営委員会委員長　14番　辻本君。

〔14番（辻本　勉君）登壇〕

○14番（辻本　勉君） 議員各位におかれまし

ては、長きにわたりましてといいますか、何

回も何回も会議を重ねていただきまして、市

議会基本条例を本日上程することになりまし

た。本当にありがとうございます。

　それでは、委員会提出議案第１号　橋本市

議会基本条例について、提案理由の説明を申

し上げます。

　いわゆる地方分権一括法の施行以来、地方

自治体の自己責任及び自己決定の範囲の拡大

そして市町合併による人口の増加、市域の拡

大により、議会が果たすべき責任及び役割が

さらに大きく重要となっています。

　このような中、橋本市議会では平成 23年８

月、議会改革検討会を立ち上げ、また、より

専門的な協議が必要とするものには専門部会

を組織するなどして、これまでに本会議のイ

ンターネット中継や市議会インターネットホ

ームページへの議案の事前公開、また、議会

運営上の一般質問とその答弁方法の見直しな

ど、市民の皆さんにわかりやすく開かれた議

会をめざし、議会改革に積極的に取り組んで

まいりました。

　今回提案の議会基本条例の制定は、それら

議会改革の取り組みの主翼を成すもので、二

元代表制における基本的要素である「市民」

「議員」「市長」のうち「議員」すなわち

「議会または議員」が担うべき役割と果たす

べき責任に係る、橋本市議会及び橋本市議会

議員の基本的事項を定めようとするものであ

ります。

　以下、本条例案の内容等についてご説明申

し上げます。

　本条例案は前文と 10章24条をもって構成さ

れています。

　前文においては、条例制定に至る背景を述

べるとともに、地方分権時代における議会の

あるべき姿を明確にし、市民との協働による

民主的で輝く未来につながるまちづくりに全

力で取り組んでいく決意を述べ、第１章では

条例制定の目的が、市民福祉の向上と公正で

民主的な市政の発展に寄与するためであるこ

とを明らかにし、議会が、市民の代表で構成

される市の意思決定機関であることと、そし

て、その役割を規定しています。

　第２章では、公平、透明性を高め、市民へ

の説明責任を果たすとともに、市政への市民

参加を推進し、市民に開かれたわかりやすい

議会運営に努めること、また、良心、責任及

び品位を保持し、不断の自己研さんに努め、

広い視野に立った活動をすることなど、第１

章に規定する目的、役割に基づく議会及び議

員の活動原則を規定しています。

　第３章・第４章では、市民への情報公開、

市民との情報共有・連携、行政への市民参加
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二元代表制に係る議会と市長の立場や権能の

違いを踏まえた緊張感ある関係の保持並びに

会議等における審議・審査における事項など

市民と議会及び行政と議会の関係における議

会運営の基本的な考え方及び対応について定

めています。

　第５章・第６章・第７章では、議会審議に

おける、論点の明確化や深い審議、専門性を

生かした審査、積極的な政策立案や政策提案

議員の資質、能力の向上、定数、報酬など、

議会、委員会そして議員の活動の基本とそれ

らを支える他の条例等について明らかにして

います。

　第８章では、議会事務局の設置及び議会機

能の充実に向けた対応などを規定しています。

　第９章では、議会改革の継続的な取り組み

に係る対応と、本条例の改正にあたっての取

り扱いなどを規定しています。

　最後に第 10章では、本条例は橋本市議会に

おける最高規範であることを規定しています。

　附則、施行日につきましては、可能な限り

早期に施行いたしたく、公布の日から施行す

ることとし、第 10条　法定外の執行機関委員

の就任については、これに関係する条例・規

則等の現状の規定に鑑み、平成 27年５月１日

から施行することとしています。

　なお、本条例案の最終決定にあたっては、

本年５月 15日及び 22日の両日、計８箇所で開

催した議会報告会において直接市民の皆さま

に対し本条例についての説明をし、質問に対

する回答をさせていただくとともに、５月１

日から５月 23日までの期間で募集したパブリ

ックコメントにおいて、２名の市民の方から

10項目の意見と、一つの質問をいただき、そ

れらについて再度話し合い、見直すべきとこ

ろは見直し、今回の条例案となっております。

　続いて、委員会提出議案第２号　橋本市議

会委員会条例の一部を改正する条例について

提案理由の説明を申し上げます。

　本案は、同条例第２条第２項に規定する、

総務委員会が所管する部局名について、「市

民部」とあるのを「市民生活部」に改め、ま

た、第 19条第１項において「委員会は、議員

のほか、委員長の許可を得た者が傍聴するこ

とができる」とあるのを「委員会は、原則と

してこれを公開する」に改めるものでありま

す。

　第２条については、現行の橋本市事務分掌

条例に規定する部局名と整合を図るためであ

り、また、第 19条については、現在取り組ん

でいる議会改革の一環として、これまで「委

員長の許可を必要」としていた委員会の傍聴

に関する取り扱いについて、市民に対し広く

情報を公開する観点から、「原則公開」と改

めることによるものであり、さきにご説明申

し上げました委員会提出議案第１号　橋本市

議会基本条例第６条第２項の規定に基づき改

正するものであります。

　以上、よろしくご審議の上、ご賛同を賜り

ますようお願い申し上げます。

○議長（石橋英和君）説明が終わりました。

　これより、委員会提出議案第１号について

質疑を行います。

　質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（石橋英和君） 質疑がないようですの

で、質疑を終結いたします。

　ただ今議題となっております委員会提出議

案第１号については、会議規則第 37条第２項

の規定により、委員会に付託いたしません。

　これより討論に入ります。討論する方あり

ませんか。

　９番　松浦君。

〔９番（松浦健次君）登壇〕

○９番（松浦健次君） 私は、橋本市議会基本

条例案に反対の立場から討論いたします。
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　まず、市長や市当局に反問権を認めていな

いこと。これは議会改革にとって致命的な欠

陥です。以下、理由を述べます。

　まず、反問権の典型事例としては、市長は

じめ市当局が議員からの質問を受けた際に、

その議員に対して、議員の考え方を仮に実現

したとすると、これこれの不都合が発生しま

すが、この不都合はどのように解決する考え

ですか、と問い返すことです。この反問に対

して当該議員は、それはこうこうすることに

よって解決できますとか、こういう理由でそ

んな不都合は発生しません、と答えます。こ

ういうやり取りによって、課題や要点が明ら

かになり、議論が深まり、より良い結論が導

かれ、その利益は市民が享受できることにな

ります。

　市長はじめ市当局の反問を認めないという

ことは、議会と市当局が二元代表制のもと、

協力して市政を充実させようという掛け声と

は逆の方向・行動をしていると評価するのが

素直な見方ではないでしょうか。

　議会の活動原則に、「自由闊達な議論を行

い、市政の課題に関する論点及び争点を明ら

かにし、市長等の執行機関と議員が熟議対論

する場となるよう努める」とありますが、市

長はじめ市当局の反問権を認めることこそ、

論点及び争点を明らかにし、熟議対論するこ

とになるのではないでしょうか。

　また、議会や議員は、市当局に対して、し

っかり説明責任を果たすべしと常に強調して

おり、私は、それは大切なことだと思います

そうであれば、議員である私たちも、自分の

した質問については説明責任を果たすべきで

はないでしょうか。市長や部長には説明責任

がありますが、議員には説明責任がないとい

う考えは、本当に市民の納得を得られるでし

ょうか。

　視点を変えれば、反問を受けること自体は

私たち議員に説明責任を果たす機会を与えて

いただいたと、むしろ歓迎すべきではありま

せんか。反問権を認めないことを比喩的に言

えば、ボクシングの試合において、私は両方

の手を使うが、あなたは片手しか使っちゃい

けないと言っているように思えますが、いか

がでしょうか。

　反問権を認めることにより、議員の能力、

実力は確実に向上します。なぜなら、議員は

反問に耐えるだけの水準の質問をするために

これまで以上に勉強せざるを得ないからであ

ります。それは、ひいては橋本市政の充実に

直結することになります。

　視野を広げてみます。地方自治は民主主義

の学校と言われます。橋本市議会が市長や市

当局の反問権を認め、市政が充実すれば、今

日の情報化社会では全国的に見習う地方自治

体が増加する可能性があり、全国の地方自治

が充実し、その効果ははかり知れないものと

なる可能性があります。しかも、市町村議会

議員が、都道府県議会議員になる場合も、さ

らに国政に進出する議員も出てくるでしょう

反問権にさらされ、鍛えられた実力をつけた

人材が国政に進出するとすれば、国も変わり

ます。現在の国政を見ていると、実態無視の

空理空論を振り回し、どれだけ国民の利益を

害していることか。反問権を認めることが、

ひいては広く国民の幸せにつながることにも

思いをはせていただきたいのです。

　以上の考え方に対しては、次のような反対

論が予想されます。

　①市長や市当局と議員とでは、情報量の点

で圧倒的に議員が劣る、ということです。し

かし、私はこれまで 11年間、市議会議員とし

て市当局にさまざまな資料の提供を求めまし

たが、一度として拒否されたことはありませ

ん。全部提供していただいております。市職

員の皆さんには、日常の仕事のほかに資料を
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用意していただき、本当に頭が下がる思いで

す。このように、本来議員は資料収集能力は

劣るが、市当局は極めて協力的であり、情報

量に差があるから反問権は認めないという反

対論には説得力がないと思います。

　②また、将来改正すればよい、という反論

もあるでしょう。確かに、手続き上の可能性

はあります。が、実際はやらないと思います

私から見れば、こんな当たり前のことが、き

ょうも圧倒的多数で否定されることが明らか

であることからもわかります。

　さらに、他市の動向を見てとの考え方もあ

るでしょう。しかし、これまでるる説明して

きたように、反問権を認める合理性は明らか

であります。その採用が早ければ早いほど、

市民の利益になると考えます。

　次に、議員間の活動原則として、議会が言

論の場であること及び合議制機関であること

を認識し、議員間の自由な意見交換を努める

こと、とあります。しかし、ここでも議員間

の自由討議を採用していません。議員間の自

由な討議を経てこそ、議員相互の考え方が理

解でき、自分の考え方の誤りや弱点に気づく

ものであります。その結果として、委員会や

議会としての意思形成が適切に行われるので

はないでしょうか。

　現行制度の、市当局に質問し、その後、各

自賛否の討論をして採決するという方法では

真に各議員の能力を発揮させ、英知を結集し

て適切な意思形成をする姿とはほど遠いので

はないでしょうか。

　今回の基本条例は、今日まで議会が実際に

行ってきた事柄を明文化したにすぎないもの

が圧倒的に多いです。私は、真に議会改革の

名に値する制度は、これまで述べてきたよう

に①当局に反問権を認めること、②議員間の

自由討議を認めることであると考えます。美

辞麗句を並べてはいるが、最も重要な議会の

たましいとも言えるこの二つの制度を欠落し

ております。本条例案に反対せざるを得ない

理由であります。

　以上であります。

○議長（石橋英和君）ほかにありませんか。

　17番　松本君。

〔17番（松本健一君）登壇〕

○17番（松本健一君） まず、委員会提出議案

第１号につきまして、賛成の立場から討論を

させていただきます。

　本条例に関しましては、平成 23年、我々改

選を迎えて、即取り組んだ中身でございます

これまで、情報公開やさまざまな議会の制度

を見直しながら、最終的に議員間の合意形成

を図り、この地方分権一括法が施行した後の

この橋本市の地方議会をどのように取り組ん

でいくべきかと、真剣に議員間で議論を重ね

てまいりました。

　その中で、この合意形成というのは、確か

に一歩踏み込むということも大切です。しか

しながら、さまざまな意見がある中で、前に

進めていくべき事項は前に進める。まずは条

例化を先決すべきという意見も多々あったか

と思います。

　そういった中では、今回の基本条例は 100

点満点とは言い切れないものの、及第点とし

ては十分に、市民の皆さんとともにこれから

取り組んでいく中身としては、これからのス

タートには十分対応できるものだと思います。

　先ほどの反対討論の中で述べられた、第９

条第３項の反問権に関しましても、これは、

反問権を認めないということではございませ

ん。より一歩進んだ合意形成の中で、各議員

が調査を重ね、言葉を確認、発問と置き換え

現状に即した条例にしようということで合意

を図った事項でございます。

　そういった中で、これから市民とともに合

意形成を図る、言葉で言いますと、パブリッ
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クインボルブメントという難しい言葉がござ

いますけれども、議会報告会や情報公開をど

んどんと進める中で、最終的に、この議会基

本条例を改正しながら、より良い橋本市議会

をめざしていくためには、まずスタートを切

るべきだと、本条例に賛成とさせていただき

ます。

　議員各位の賛同をよろしくお願いいたしま

す。

○議長（石橋英和君）ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（石橋英和君） ないようですので、こ

れをもって討論を終結いたします。

　これより、委員会提出議案第１号　橋本市

市議会基本条例について　を採決いたします。

　本案は、原案のとおり決することに賛成の

諸君の起立を求めます。

（賛成者起立）

○議長（石橋英和君）起立多数であります。

　よって、委員会提出議案第１号は原案のと

おり可決されました。

　次に、委員会提出議案第２号について、質

疑を行います。

　質疑ありませんか。

　17番　松本君。

○17番（松本健一君） この一部改正でござい

ますけれども、第 19条の「委員会は原則とし

てこれを公開する」ということになりますと

今後、今限定的に、委員会はインターネット

中継ではなく録画ということで、それと報告

事項等は含まれない形での公開となっており

ますけれども、こういった改正に関しまして

は委員会のほうで議論をされていらっしゃる

でしょうか。

○議長（石橋英和君）14番　辻本君。

○14番（辻本　勉君） 17番議員のご質問とい

いますか、答弁したいと思うんですけども、

委員会は原則としてこれを公開するという中

で、いろんな形、本会議につきましてもイン

ターネット中継をやるようになってますし、

委員会についても、現在のところ、静止画像

にはなるかと思うんですけども、一応公開を

していくと。インターネット上で公開をして

いくということで議論を進めております。

　当然、最終的には、本会議と同じような形

で動画配信をできるんであれば一番いいんか

なと思うんですけども、その辺につきまして

も議会運営委員会のほうで議論をしながら、

インターネット部会のほうでもおろさせてい

ただいて、十分な議論をしていただいて、今

後取り組んでいくと。前向きに取り組んでい

くということで確認をいたしておりますので

どうかよろしくお願いいたします。

○議長（石橋英和君）ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（石橋英和君） 質疑がないようですの

で、質疑を終結いたします。

　ただ今議題となっております委員会提出議

案第２号については、委員会に付託いたしま

せん。

　これより討論に入ります。討論する方あり

ませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（石橋英和君） 討論がないようですの

で、討論を終結いたします。

　これより、委員会提出議案第２号　橋本市

議会委員会条例の一部を改正する条例につい

て　を採決いたします。

　本案は原案のとおり決することに ご異議あ

りませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（石橋英和君）ご異議なしと認めます。

　よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

日程第７　委員会提出議案第３号　核兵器

－253－



全面禁止のための行動を求め

る意見書について

○議長（石橋英和君） 日程第７　委員会提出

議案第３号　核兵器全面禁止のための行動を

求める意見書について　を議題といたします。

　本案について、提案理由の説明を求めます。

　総務委員会委員長　21番　岡君。

〔21番（岡　弘悟君）登壇〕

○21番（岡　弘悟君） それでは、意見書の朗

読をもって説明とさせていただきます。

　核兵器全面禁止のための行動を求める意見

書。

　2010年５月の核不拡散条約（ＮＰＴ）再検

討会議は、「核兵器のない世界の平和と安全

を達成する」ことに合意し、「すべての国家

は核兵器のない世界を達成し維持するために

必要な枠組みを築く特別な努力をする必要が

ある」と強調した。次回の 2015年ＮＰＴ再検

討会議を前に、今、世界の全ての国の政府と

市民社会には、この目標を現実に変えるため

に協力し、行動することが強く求められてい

る。

　核兵器をなくすためには、国際社会が一致

して核兵器を全面的に禁止する以外方法はな

い。世界で唯一、国民が核の惨禍を体験した

我が国には、核兵器の非人道性を訴え、その

全面禁止を主張する道義的根拠と重い責任が

ある。

　国においては、 2015年４月のＮＰＴ再検討

会議に向け、「核兵器のない世界」への行動

が直ちに開始されるよう、ジュネーブの軍縮

会議（ＣＤ）をはじめ核軍縮・廃絶と安全保

障にかかわる諸機関で、核兵器全面禁止条約

の交渉開始のために強力に取り組まれるよう

要望する。

　以上、地方自治法第 99条の規定により意見

書を提出する。

　平成26年６月。橋本市議会。

　提出先、内閣総理大臣、総務大臣、外務大

臣。

　以上です。ご賛同のほど、よろしくお願い

いたします。

○議長（石橋英和君）説明が終わりました。

　これより質疑を行います。

　質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（石橋英和君） 質疑がないようですの

で、質疑を終結いたします。

　ただ今議題となっております委員会提出議

案第３号については、委員会に付託いたしま

せん。

　これより討論に入ります。討論する方あり

ませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（石橋英和君） 討論がないようですの

で、討論を終結いたします。

　これより、委員会提出議案第３号　核兵器

全面禁止のための行動を求める意見書につい

て　を採決いたします。

　本案は原案のとおり決することに ご異議あ

りませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（石橋英和君）ご異議なしと認めます。

　よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

日程第８　議員提出議案第１号　「青少年

健全育成基本法の制定」を求

める意見書について

○議長（石橋英和君） 日程第８　議員提出議

案第１号　「青少年健全育成基本法の制定」

を求める意見書について　を議題といたしま

す。

　本案について、提案理由の説明を求めます。

　９番　松浦君。

〔９番（松浦健次君）登壇〕
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○９番（松浦健次君） 「青少年健全育成基本

法の制定」を求める意見書。

　理由は次のとおりであります。

　21世紀の社会を担う青少年の健全育成は、

すべての国民の願いであります。

　しかしながら、今日我が国の相次ぐ少年の

凶悪事件等に見られるように、青少年の荒廃

は深刻な事態に直面しています。その要因と

して、頻発する児童・幼児虐待事件等に象徴

される家庭の崩壊、また倫理・道徳教育を軽

んじ、人格形成の場としての役割を十分に果

たしてこれなかった学校の問題等が指摘され

ています。とりわけ、地域社会においては、

露骨な性描写や残虐シーンを売り物にする雑

誌、ビデオ、コミック誌等をはじめとする性

産業の氾濫、テレビの有害番組の問題等に加

え、インターネット・携帯電話等の情報通信

の発展とともに新しい有害環境の出現も指摘

されています。この社会の現状を見るとき、

青少年の荒廃は、我々大人が「青少年を見守

り支援し、時に戒める」という義務を果たさ

なかったゆえの結果と言わざるを得ないので

あります。

　これらの問題に対して、各都道府県の「青

少年健全育成条例」が対処し、一定の効果は

上げてきましたが、今日では、その限界性が

指摘されております。今、求められているの

は、青少年の健全育成に対する基本理念や方

針などを明確にし、有害環境から青少年を守

るための国や地方公共団体、事業者そして保

護者等の責務を明らかにし、これによる一貫

性のある、包括的、体系的な法整備でありま

す。

　特に「健全な青少年は健全な家庭から育成

される」という原点に立ち返り、「家庭の価

値」を基本理念に据えた、「青少年健全育成

基本法」の制定が必要であると考えるもので

ありす。

　上の内容を踏まえ、国会及び政府に、「青

少年健全育成基本法の制定」を強く求めるも

のであります。

　以上、地方自治法第 99条の規定により意見

書を提出する。

　提出先、衆参両院議長、内閣総理大臣、総

務大臣、法務大臣、外務大臣、文部科学大臣

厚生労働大臣、経済産業大臣、警察庁長官。

　以上であります。皆さまのご賛同、よろし

くお願いします。

○議長（石橋英和君）説明が終わりました。

　これより質疑を行います。

　質疑ありませんか。

　２番　阪本君。

○２番（阪本久代君） まず最初に、青少年の

健全育成ということは大事なことであると思

うんですけれども、この、今の意見書の中で

青少年の荒廃は深刻な事態に直面していると

いうことで、要因に、ずっと読んでいけば、

家庭であるとか、学校教育とか、そこに要因

があるというふうな感じに読めます。そうい

うふうになっているけども、さらにその背景

といいますか、そういう背景については何も

書かれていないので、その辺についてどう考

えられているのかということと、それと、青

少年健全育成基本法というものがどういうも

のか。有害環境から青少年を守るための一貫

性のある法整備というふうに書いてあるとと

もに、家庭の価値を基本理念に据えたという

ことで、ここでまた、家庭ということがすご

く大きくクローズアップされているんですけ

れども、青少年健全育成基本法というものが

どういうものを指しているのかお尋ねします。

○議長（石橋英和君）９番　松浦君。

○９番（松浦健次君） 今、私が述べたとおり

であります。背景、教育にも問題があるとい

うのは、例えば、道徳とか倫理とか、そうい

う話をすれば右翼だとか軍国主義者だとレッ
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テルを張って、そういうことを抑え込んでき

た。日教組等の団体がこういうことを重視し

て、道徳・倫理を軽んじるように、愛国者と

いうのを敵だというような雰囲気をつくり出

してきたということが大きな原因であります。

　また、家庭。家庭を大事にするということ

は当然の話でありまして、どういう説明すれ

ばいいんですかね、もし、それがだめだとい

うんであれば。

○議長（石橋英和君）２番　阪本君。

○２番（阪本久代君） 家庭が大事といっても

今の社会情勢の中で、今の働き方とかいろい

ろ条件があると思うんです。その辺をどう考

えておられるんかなと思ったのが一つと、そ

れと、ここに書いてあるとおりだということ

なんですけれども、 2004年の参議院に、この

青少年健全育成基本法というのが自民党が提

出されているんですけれども、そのときは審

議未了で廃案になっています。そのとき

に、2004年５月８日に日本弁護士連合会が、

この青少年健全育成基本法案に対する意見書

ということで、子どもの成長発達権保障の観

点で修正を求めるということで意見書を出さ

れています。

　 そ の 中 に 書 い て あ る の は 、 そ の と き

の、2004年のときの青少年健全育成基本法案

の中に、子どもの成長発達権や最善の利益確

保についての言及が一切なく、あたかも子ど

もの成長発達権よりも国家社会の発展を優先

するかのような内容となっていると。それで

「日本国憲法、子どもの権利条約、国連子ど

もの権利委員会の第２回日本政府報告書審査

に基づく最終見解の趣旨をふまえ、「基本法

案」の対象となるもののうち、とりわけ、 20

歳未満の青少年である子どもについて、子ど

もの成長発達権及び子どもの最善の利益原則

を基本理念にすえ、子どもの意見表明・参加

の権利・差別禁止などの条項を盛り込むこと

を含め、真に青少年の成長支援に関する包括

的基本法に相応しい内容となるよう修正すべ

きである。」というふうな意見を出されてい

るんですけれども、この今言われている青少

年健全育成基本法の中には、そういうことは

盛り込まれているんでしょうか。

○議長（石橋英和君）９番　松浦君。

○９番（松浦健次君） 子どもの成長発達権、

これを、今現状に、現代の社会においては十

分保障されていないと。だから、それをしま

しょうという形で、この意見書が出ているん

です。

　日弁連云々の話ですけども、日弁連の考え

方は考え方として、それは問題ないというか

私がとやかく言う話ではないんですけども、

現代の青少年の生活環境、あるいは発達環境

がこのままでいいのか。これはいいはずがな

いと。社会環境も変わっている。時代も変わ

っている。それに応じた青少年の健全育成と

いうのを考えなければならない。家庭がそこ

で崩壊しているのが多いと。親は親の力がな

い。祖父母は祖父母の力が落ちている。そこ

で育てられる子どもは、子どもとしての力を

つけられないと。当たり前の話なので、そう

いう環境を是正していきましょうと。子ども

は家庭でしっかり育てましょう。それが基本

で、その後で社会、国家が支援していきまし

ょうという話でなければ、まず、大事なこと

が抜け落ちていると。自分の子どもは自分が

命がけで育てるんだと、そういう家庭をつく

りましょうという話なんです。それで、それ

と並行して公の支援もしていきましょうとい

う話なので、日弁連の批判には全くあたらな

いと私は考えております。

○議長（石橋英和君）７番　中西君。

○７番（中西峰雄君） 提案者にお尋ねいたし

ます。意見書の中では、家庭の価値を基本理

念に据えたということになっております。こ
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の意見書は、全国の、和歌山県議会もそうで

すし、他の市町村議会でもいくつか意見書が

出されておりますけども、それとほぼニアリ

ーな同文になっております。

　そこでお尋ねしたいのは、この自民党の法

案ですね、基本法の中で、第２条で基本理念

をうたっております。その中では、家庭、学

校、職場、地域その他の社会のあらゆる分野

における全ての構成員が責任を担っていくん

だということを言うておりますし、第２条第

４項では、家庭及び学校は、青少年の健全な

育成において果たすべき役割の重要性という

ことになっております。いまだに、この自民

党案が修正をするという話を、ちょっと私の

知る限りでは見ておりませんので、この意見

書は、家庭の価値を基本理念に据えるという

ことは、自民党の基本法案とは違う理念でつ

くれという意見書でございましょうか。

○議長（石橋英和君）９番　松浦君。

○９番（松浦健次君） 私は自民党の基本法案

というのは知りませんけども、家庭の価値を

基本理念に据えたと。これは正しいことだと

思っております。

○議長（石橋英和君）ほかにありませんか。

　14番　辻本君。

○14番（辻本　勉君） １点、先ほど説明あっ

たんですけども、倫理・道徳教育を軽んじと

いう、この部分が大変私は問題ではないんか

なと。先ほど、提案者の説明があったんです

けども、あの考え方というのは、基本的には

若干私は賛同できない考え方でありまして、

日本の教育が倫理・道徳教育を軽んじてきた

ということはないんではないかなというふう

に思いますので、この文章がちょっと若干引

っかかります。

　それと、自民党の平成 16年１月に出された

自民党案なんですが、それは廃案になってい

ると。先ほど阪本議員も言われたとおり、廃

案になっております。その後、民主党政権だ

ったと思うんですが、平成 21年７月に、子ど

も・若者育成支援推進法というのが出されて

ます。で、私は、こっちの法律のほうで十分

対応、きめ細かに青少年の健全育成にかかわ

ってのいろんな問題、先ほど話出てました家

庭の価値を基本理念に据えたんではなしに、

全面的に、やはり憲法や児童の権利に関する

条約の理念にのっとってつくっていった子ど

も・若者育成支援推進法でありますので、こ

れが日本の子どもたち、青少年の健全育成に

大変重要なものであると思いますので、その

辺を提案者はご理解されておるんかどうか、

お願いいたします。

○議長（石橋英和君）９番　松浦君。

○９番（松浦健次君） 倫理・道徳教育を軽ん

じてきたというところに価値判断の違いがあ

るというんですけども、戦後教育が倫理・道

徳教育を軽んじてきたというのは世間一般の

認識であり、私もそれと同じように考えてお

ります。

　民主党の法案については、私は知りません

ただ、私が言いたいのは、ここに書いてある

とおりで、今申し上げたとおり、基本的なこ

とをちゃんとやりましょうと。その枠組みを

決めようという話で、国会でやってくれたら

いいんで、国会でそれは議論すべき話なんで

ね。基本的な青少年の健全育成に対する基本

理念、方針などを明確にして、有害環境から

青少年を守るための責任、あるいは方法とい

うのは国が決めたらええ話で、私はその枠組

みを決めると、方向さえも今、国会がやって

ないということで、そういう基本的な理念、

枠組みを決めるように国会しっかりやれと。

内閣しっかりやれという意味での意見書でご

ざいます。

○議長（石橋英和君）14番　辻本君。

○14番（辻本　勉君） 青少年の健全育成とい
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うのは、言うことはたやすいんですけども、

やはり実際やっていくとなると、大きな問題

いろんな問題がかんできます。

　そんな中で、やはりこれを出す、意見書を

出すんであれば、平成 16年に出された自民党

案、もしくは民主党の現在やっております、

民主党が出した分ですけども、子ども・若者

育成支援推進法、この辺を十分理解した中で

提案をしていく、こういうことも含めてきち

っと議論していく、国会の中で議論していた

だくということで、その辺も含めて十分理解

した中で、この文言を考えながら提案をして

いくと。

　ただ単に基本法を制定をせえと言うだけで

は、やはり地方の議員としてふさわしくない

といいますか、もっときちっと、どういうも

のが必要であるかということを十分議論した

中で、国に上げていくというのが僕は基本だ

と思うんです。ただ単につくれと。基本法を

制定せえというんじゃなしに、やはり地域の

橋本市の子どもたちはどういう状況にあって

どういうことが必要なんやということを十分

議論した中で、国に対してこういう基本法を

制定してほしいよというように意見書を上げ

ていくのが、我々議員の役目ではないんかな

と思うんですけども、その辺について。

○議長（石橋英和君）９番　松浦君。

○９番（松浦健次君） 私が理由を読み上げた

ここに、全部それ、入ってるんですわ。問題

点はここにあると。こういう枠組みをつくっ

て、しっかり青少年を育てなきゃだめだとい

うことを言ってるんで、そういう質問はあた

らないと思います。

○議長（石橋英和君）ほかにありませんか。

　17番　松本君。

○17番（松本健一君） 同じ場所です。倫理・

道徳教育を軽んじと、この状況というのは、

学校の問題というふうにとらえておられます

けれども、先ほどからの中身でいくと、では

具体的に学校がどうあるべきなのかというの

は、提案者はどのようにお考えなのかを、ま

ずお聞かせいただきたいと思います。

　もう一点が、まず、この青少年健全育成基

本法ができた上では、現状の教育基本法との

整合性という部分も関係してくるかと思いま

すけれども、教育委員会が今動いている部分

では、この教育基本法というところが重きが

あるかと思いますが、この青少年健全育成基

本法ができれば、結局、学校現場にはどのよ

うな影響が出てくるのかお答えいただけます

か。

○議長（石橋英和君）９番　松浦君。

○９番（松浦健次君） 学校のあるべき姿とい

うのは、年齢に応じて何が正しいか、何が間

違っているか、世間の常識を身につける。学

校でもそういうことが行われるべきだと。

　それと、健全育成法と教育基本法との、ど

ういう分野の違い、重なりがどうかと。それ

は、相互にいい影響が出てくると考えており

ます。

○議長（石橋英和君）ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（石橋英和君） ないようですの で、こ

れをもって質疑を終結いたします。

　お諮りいたします。ただ今議題となってお

ります議員提出議案第１号については、委員

会の付託を省略いたしたいと思います。

　これにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（石橋英和君）ご異議なしと認めます。

　よって、委員会の付託を省略することに決

しました。

　これより、討論に入ります。

　討論する方ありませんか。

　３番　髙本君。

〔３番（髙本勝次君）登壇〕
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○３番（髙本勝次君） 少しばかり討論させて

いただきたいと思います。

　先ほど来の質疑を聞いておりまして、その

上で感じることを申し上げたいと思います。

　意見書案では、青少年による凶悪事件等、

青少年の荒廃ととらえておりますが、その要

因として、家庭の崩壊や学校の役割の問題を

指摘しておられます。しかし皆さん、夫婦共

働きの家庭が今現在ますます増えている中で

親自身も長時間過密労働、そういったことに

よるストレスの蓄積がどんどん増えてきてい

るんではないかと私は思います。そしてまた

相次ぐ労働法制の規制緩和によって、雇用の

破壊など労働環境の悪化がすごく進んでいる

かと私は思います。そういったことで、家庭

間、家族間のコミュニケーションを、そうい

う状況の中で困難にしていると私は思います。

　そういったことで、家庭崩壊の原因を家族

内に求めてしまうということは、これは保護

者に責任を負わせるいうことで、かなり問題

があるかと思います。そういったことで解決

できるはずがないと私は思います。

　そして、もう一点、子どもたちを取り巻く

教育環境の現場ですが、どうでしょうかと思

いますが、そこで生徒・子どもたちの置かれ

ている状況は、競争と管理の教育が子どもた

ちにもかなりストレスを与えている。そうい

う中で、教員の多忙化がどんどん生んでいる

と私は思います。そういったことで、意見書

案に書かれている「役割を果たしてこなかっ

た」という学校現場のことが書かれておりま

すが、それは責任転嫁をできるものではない

と私は思います。

　私は、きのう家で毎日新聞の１面記事と社

説を読みました。皆さんもご覧になったと思

いますが、そこではどう書かれているかとい

いますと、１面で特集をしておりました。

「先生たちは忙しすぎる」という見出しで社

説を書かれておりました。どういうことかと

いいますと、１面にも記事書いておりました

が、国際教員調査の結果が出されております

世界各国の主な主要国の中で、日本の国内ほ

ど教員の多忙が指摘されていることは、この

調査の中ですごく指摘されたと書かれており

ます。そして、その中に、社説ではこう書か

れおります。「多岐にわたる校務に追われる

と、いじめなど、迅速さと細心の注意を要す

る問題に対応しきれない恐れもある。」また

最後にこう書かれています。教員の「定数増

も不可欠だ。それは単に「負担軽減」のため

だけではない。それにより、教育力を向上さ

せ、子どもたちに接する時間を増やすことこ

そが、今後の教育改革の土台になるから

だ。」と書いています。

　そういったことで、学校現場における現状

を指摘しておるわけでございますが、そうい

ったことで、家庭では親たちが仕事、夫婦共

働きの状況の中で、子どもと接する時間がな

い、余裕がないという状況。学校では、子ど

もたちの置かれている状況、先生たちが子ど

もたちに行き届いた教育ができない、そうい

う余裕がないということが国際的にも指摘さ

れた問題も申し上げますと、この基本法制定

で解決できるという、そういう短絡的な問題

では私はないと思います。

　以上のことから、本意見書には反対したい

と思います。

　以上です。

○議長（石橋英和君）ほかにありませんか。

　７番　中西君。

〔７番（中西峰雄君）登壇〕

○７番（中西峰雄君） 本意見書に反対の立場

から討論をさせていただきます。

　先ほどの質疑でありましたように、青少年

健全育成基本法案は自民党のマニフェストで

成立を約しているものであります。
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　本意見書を提出するということは、この自

民党の健全育成基本法の成立を、現実には促

すものとなります。そういう現実を見たとき

に、この基本法案についても、きちっと考慮

せずに意見書を提出されているように感じら

れるのは、いかがなものかと思います。

　また、質疑の中でありましたように、日本

弁護士連合会のほうで、この包括的、基本的

な法をつくることについて、反対するわけで

はないが、やぶさかではないがという前置き

を置いて修正をする意見書を出しておられま

す。主な点は、２点であります。申し上げま

す。

　一つ目は、子どもの成長発達権、子どもの

最善の利益を基本理念として明示すべきであ

る。この自民党の法案によりますと、青少年

の健全な育成は国家発展の礎であるという前

文があります。また、目的の中にも、第１条

の目的でも、「我が国社会の将来の発展にと

って不可欠の礎である」というふうにうたっ

ております。子どもの健全育成というのは、

子どもの健全な成長発達権を保障するべきも

のであって、国家の発展は、その成果として

得られるべきものであります。基本理念とし

て、子どもが健やかに、健康に、そして健全

に育成していく、このこと自体を基本理念と

すべきであって、家庭の価値を基本理念とす

べきものではないと私は思います。

　憲法上も、日本国憲法では、個人の尊重、

全て国民は個人として尊重される。これが日

本国憲法第 13条でうたわれております。です

から、子どもは子ども自体の個人として、そ

の尊厳を尊重されなければならないというこ

とが基本理念にうたわれなければおかしいの

ではないでしょうか。

　第２点目、子どもの権利条約の重要原則を

反映した修正をすべきであるということ。子

どもの権利条約は日本も批准しております。

その中で言われていることは、先ほども申し

上げました子どもの成長発達権、子どもの最

善の利益の原則。これを基本理念にしなけれ

ば、批准国としておかしいのではないでしょ

うか。家庭の大切さを基本理念にするのでは

なく、子どもの成長発達権、子どもの最善の

利益、これを理念とした法案にすべきであろ

うというふうに思います。

　この自民党の法案では、ちょっと私も読ま

せていただいて、法としていかがかなと思う

ところがあります。といいますのは、まず、

前文で「我が国社会の将来の発展にとって不

可欠の礎である」というふうにうたっており

まして、これが基本理念かなと思いますと、

そうではなくて、質疑でも言いましたけども

第２条のほうで「家庭、学校、職場、地域そ

の他の社会のあらゆる分野におけるすべての

構成員がそれぞれの役割及び責任を担いつつ

相互に協力しながら一体的に取り組まなけれ

ばならない。」というのを基本理念としてい

る。先ほど申し上げましたように、これは基

本理念は何かと。子どもですよ。子どもの人

格、子どもの人権、子どもの尊厳です。これ

を最重要に大切にしていこうということが基

本理念にあって、その次にこれが出てくると

いう方向性じゃないと、私はおかしいんじゃ

ないかなというふうに思っております。

　もう一つ、現実にこの意見書を出すという

ことが、自民党の法案の成立を促すことにな

るということを考えた上で申し上げますと、

家庭の義務は誰に対して負うのかということ

も曖昧です。当然のことながら、家庭が負う

義務というのは、子どもに対して負うわけで

す。子どもが健全に、幸せに育っていくこと

を願って、そのために家庭が養育・教育の義

務を負うべきだと私は思います。

　ところが、この自民党案の中では、この家

庭の義務というものが、子どもに対する義務
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ではなくて、社会からの義務、あるいは国家

からの義務と受け取れるような表現になって

おります。ですから、ここも本当に基本理念

って何なんですかと。家庭なんですか。家庭

の大切さを基本理念に据えるというのは、こ

れは私はおかしいんじゃないですかと。大事

なのは、子どもがきちっと成長していくこと

でしょう。子どもの人権でしょう。子どもの

発達を保障することじゃないですか。子ども

の教育を保障することでしょう。それを抜き

にして家庭を理念とするなんて、こんなおか

しなことは私はないと思いますので、反対と

させていただきます。

　すいません、申し上げますが、先ほども最

初に申し上げましたように、包括的、基本的

な法の必要性を否定するものではございませ

ん。

○議長（石橋英和君）ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（石橋英和君） ないようですので、こ

れをもって討論を終結いたします。

　これより、議員提出議案第１号　「青少年

健全育成基本法の制定」を求める意見書につ

いて　を採決いたします。

　本案は原案のとおり決することに賛成の諸

君の起立を求めます。

（賛成者起立）

○議長（石橋英和君）起立多数であります。

　よって、議員提出議案第１号は原案のとお

り可決されました。

　お諮りいたします。

　ただ今、意見書案２件が議決されましたが

その字句、数字、その他整理を必要とするも

のについては、その整理を議長に委任された

いと思います。

　これにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（石橋英和君）ご異議なしと認めます。

　よって、そのように決しました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

○議長（石橋英和君） この際、報告いたしま

す。

　総務委員長、経済建設委員長、文教厚生委

員長及び議会運営委員長から、委員会におい

て審査及び調査中の事件につき、会議規則第

111 条の規定により、お手元に配付いたしま

した申出書のとおり、閉会中の継続審査及び

調査をいたしたい旨の申し出があります。

　お諮りいたします。

　委員長申し出のとおり、閉会中の継続審査

及び調査に付することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（石橋英和君）ご異議なしと認めます。

　よって、委員長申し出のとおり、それぞれ

閉会中の継続審査及び調査に付することに決

しました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

○議長（石橋英和君） 以上で本日の日程は終

わりました。

　これにて本議会に付議された案件の審議は

全部終了いたしました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

○議長（石橋英和君） 閉会にあたり、市長か

ら発言の申し出がありますので、市長の発言

を許します。

　市長。

〔市長（平木哲朗君）登壇〕

○市長（平木哲朗君） 橋本市議会６月定例会

の閉会にあたりまして、一言ごあいさつを申

し上げます。

　議員各位におかれましては、今月９日の開

会日から本日までの 19日間にわたりまして、

ご提案させていただきました 11件の案件すべ

てに対して、終始慎重なるご審議の上、ご承

認を賜り、厚く御礼を申し上げます。審議の

過程でいただきましたご意見につきましては
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今後十分精査して、行政課題解決のため取り

組んでまいります。

　さて、６月 20日、 2014年ＥＳＤ日米教員交

流プログラムの一環として、 12名のアメリカ

の教員とスタッフ３名が市長室を訪問してく

れました。このプログラムは、持続発展教育

（ＥＳＤ）をテーマとして、日米間で教員の

相互交流、意見交流、共同研究を行うもので

す。公益財団法人ユネスコ・アジア文化セン

ターが中心となった活動であり、昨年、一昨

年は韓国教員と交流をしましたが、これから

の教育には、環境・経済・社会の統合的な発

展をめざすＥＳＤの視点が必要です。橋本市

を海外に売り出していくためにも、今後とも

このような国際交流にも一層力を注いでまい

ります。

　次に、昨日、自治体クラウド共同利用の調

印式が、本市と大和郡山市で行われました。

自治体クラウドとは、各市町村ごとにコンピ

ュータシステムを構築していたのを、事業者

のデータセンターにその業務を集約し、経費

削減を図るとともに、データの安全性の向上

を図るものです。昨年より準備しており、本

年10月より稼働する予定です。今回の市同士

での共同利用は、全国ではじめて県境を越え

て行うものであり、将来的なさらなる経費削

減と市町村の連携強化に資するものと考えま

す。今後も財政の健全化を図りながら、行政

水準の向上に努めていきたいと考えています。

　最後に、本市若手職員で組織するＨＭＰ 48

の提案で、橋本市のキャッチフレーズを「ガ

ンバレ！のまち　橋本市」とし、全国に発信

していきたいと考えています。「ガンバレ！

の人といえば前畑秀子さん、ガンバレ！のま

ちといえば橋本市」と連想されるよう取り組

んでまいりたいと思いますので、議員各位の

ご協力よろしくお願いをします。

　今は梅雨の最中ですが、本市では例年より

降水量が少ないようです。しかし、災害はい

つ起こるかわかりません。ふだんから災害等

に備えるよう、気を引き締めてまいります。

　じめじめした気候が今しばらく続くと思い

ますが、どうかご自愛の上、今後とも積極的

なご意見をいただきますようお願いを申し上

げ、６月市議会定例会の閉会のあいさつとい

たします。

　ありがとうございました。

○議長（石橋英和君） これにて、平成 26年６

月橋本市議会定例会を閉会いたします。

　ご苦労さまでした。

（午前11時７分　閉会）
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